
R2夏に開催の「市長と語る会」での提言等と回答要旨について

中加積地区

皆様からいただいた主な提言等 その際の回答要旨

①介護施設

団塊の世代が後期高齢者になる年が近づいてきているが、
市内にある介護施設は現在の定員で受け入れが可能なの
か。医療や介護の現場が逼迫する中で、施設側として入所
者の定員拡大や職員数の確保などについて、今のうちから
対応していかなければならないのではないか。

介護保険事業は、１期３年間の介護保険事業計画を策定し、これに基
づいて運営を行っています。また、この計画は、市民のニーズを把握し
ながら、将来を見据えた計画となるよう策定しています。現在、介護施
設の入所判定は、要介護３以上が基本となっており、当初より厳しく
なっていますが、市内の施設には空きがある状況です。市としては、今
後も、施設の整備や職員の確保に努め、必要とされる方が、入所でき
る体制を整えていきたいと思います。

②遊具の修繕

天望町内の公園にあるブランコの木製の座面が腐ってきて
いる。業者に確認したところ、取り替えには１つ８～10万円か
かると言われた。子どもたちの利用があるため、修繕をした
いと思っているが、補助していただくことはできないか。

団地内の公園の維持管理は、地元でしていただいていますが、市では
ちびっこ広場等の設置に関する補助金として、広場への遊具の設置に
ついて、費用の2/3を、上限334,000円まで補助しています。また、既存
の遊具の修理については費用の1/2を、上限５万円まで補助していま
す。現場を確認の上、ご相談させていただきたいと思います。

③騒音

柴地内にあるリサイクル工場からの騒音と悪臭が酷く悩んで
いる。生活環境課に相談し、騒音測定をしてもらったが基準
値内と言われた。工場は防音壁や防音シートを付け、悪臭
対策として煙突もつけると言っているが、シャッターを開けっ
ぱなしで機械を稼働しているため、全く効果がない。夜も眠
れない状態なので、せめて夜だけでも機械を止めるよう市か
ら指導してほしい。

町内会長にも相談をしながら、何度も会社と交渉をしています。再度、
訪問し、対応したいと思います。

④コミュニティ
助成

赤浜公民館は、建設から100年以上が経過しており、昨年の
総会で建替えについての住民の同意を得た。建替えに際
し、コミュニティ助成の申請を検討しているため、助成につい
てご尽力をお願いしたい。

コミュニティ助成については、市から県に申請し、県から一般財団法人
自治総合センターへと申請することになります。市でも複数の要望が
あり、県内でも複数申請する補助であり、申請すれば必ずもらえるもの
ではありません。市でも補助制度を持っていますので、そちらも含めて
ご相談させていただきたいと思います。

提言等の項目
R2夏に開催の「市長と語る会」
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⑤用水の転落
防止

赤浜地区は、今年度、用水への転落防止のモデル地区に指
定され、ワークショップにおいて危険個所の抽出や対策を行
う予定としている。地元での危険個所の抽出を終え、今後、
対策・優先度を協議していくことになるが、早急に対策をして
ほしいと思っている。

８月５日に赤浜地区でワークショップを開催し、関係機関と現地を回
り、危険個所を把握する予定としています。ワークショップ終了後、なる
べく迅速な対応ができるように県等に働きかけていきたいと思います。

⑥下水道事業
受益者負担金

下水道の整備区域内に神社があるが、神社にはトイレや台
所がなく、将来的にも下水道に接続する必要がないにもか
かわらず、下水道事業受益者負担金が発生している。整備
区域内にある田畑は、賦課保留制度によって、負担金が免
除されるが、神社は対象外である。同じ下水道に繋がない
土地であるのに、不公平である。賦課保留制度を見直して、
神社も対象になるようにしてもらいたい。

農地については、宅地になるまで下水道受益者負担金の賦課が保留
されますが、神社は、宅地であり、場所によってはトイレがある神社も
あることから、現行制度では受益者負担金の減免という形で対応して
います。ご提言については、検討させていただきますが、これまでも現
行の制度で負担していただいていますので、対応は難しいかと思いま
す。

⑦南部小学校
の駐車場

グラウンドや体育館の利用者が、南部小学校の体育館前に
駐車している。せっかく新しく駐車場を整備したのに、そちら
が利用されていない。敷地内の駐車場は、一般の方は使わ
ないほうが、安全面でも良いと思う。

スポーツ少年団等の体育館やグラウンドの利用団体には、駐車場の
利用をお願いしていますが、なかなか利用が進んでいません。今一
度、利用団体の方々に駐車場の利用についてお願いしたいと思いま
す。

⑧下水道工事
（１）

南部小学校の駐車場が下水道工事事業者の車でいっぱい
になっている。許可を取って駐車していることとは思うが、子
どもたちの安全のためにも業者には駐車場の山側に停めて
いただくようにご配慮いただきたい。

現場を確認の上、子どもたちの安全に支障がないよう、業者に指導し
ます。

⑨商業施設
中加積地区にはコンビニや商店がない。足を伸ばせば買い
物に行くことはできるが、より買い物が便利なまちにするた
めに、市としてコンビニや商店を誘致することはできないか。

コンビニや商店の出店は、民間事業者の判断になりますので、市とし
ての誘致は難しいと考えます。
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⑩下水道工事
（２）

下水道工事の進捗状況について教えてほしい。
現在、下水道整備は赤浜、高柳地内を実施しています。下流から順次
整備していく予定にしており、詳細については、なるべく早く上下水道
課からご案内します。

⑪市民体育祭
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、地区の住民運動
会が中止になっている中、９地区対抗の市民体育祭を開催
するのか。

10月に開催予定の市民体育祭について、現在、開催方法や種目、地
区対抗とするかどうかなどについて協議しています。今後の新型コロ
ナウイルスの感染状況によっては開催を中止することも考えられま
す。（市民体育祭は、来年度に順延となりました。）

⑫雑木の伐採

安田工業団地内から高速道路沿いに流れている用水路の
雑木を寺町町内会で伐採しているが、高齢化が進み、負担
となっている。高速道路のフェンス内の雑木も含め、切っても
すぐに生えてきてしまうので、根本からの抜本的な除去を、
管理者に働きかけてもらえないか。

ご提言の用水路について、安田工業団地部分は、商工水産課で管理
します。その他の部分は場所を確認の上、用水管理者にお願いしたい
と思います。また、高速道路の雑木については、NEXCO中日本に要望
していきたいと思います。

⑬下水道工事
（３）

寺町は下水道整備計画があるために、合併浄化槽設置補
助金の対象外である。今後、何年も下水道の整備が進まな
いのであれば、寺町も合併浄化槽の設置補助金の補助対
象としてほしい。

寺町は国の認可区域に指定されており、下水道整備計画の中でも最
上流に位置しています。下水道は下流から整備を進めており、寺町の
整備には、数年かかると考えています。また、認可区域内ということ
で、合併浄化槽設置補助金の対象外ではありますが、今後、町内会か
らの要望があれば、合併浄化槽の共用についても検討しなければなら
ないと思っています。

⑭広報
以前、１年分の市の広報を綴るファイル（台紙）が配られてい
たが、毎年配られるものではないのか。

広報綴りの台紙は市で作成したものではなく、民間の広告事業者が、
自主的な事業として作成し配布しているものです。毎年配布している
のか、エリアごとに配布しているのかは市では把握していません。
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⑮転入者情報
転入転出者の情報について、町内会には世帯主の情報しか
入ってこないため、詳細を把握できていない。各世帯の家族
構成について、町内会に教えてもらうことはできないか。

市民課において、公共性の高い場合については、住民基本台帳の閲
覧を許可していますので、一度、市民課に相談いただきたいと思いま
す。なお、資料のコピーについては、個人情報保護の観点から提供し
ていません。

⑯防犯カメラ
市の防犯カメラの設置状況はどうなっているのか。また、町
内会で、防犯カメラを取り付ける際に助成をしていただけな
いか。

県警察本部で防犯カメラのレンタルをしており、それを買取する際に市
で補助する制度があります。昨年は、通学路等の危険個所を優先して
10カ所ほどの防犯カメラを設置しました。新たな設置個所については、
検討します。

⑰公民館
中加積地区公民館の調理室に白アリが出ている。担当課に
相談しているが、駆除が進んでいないようなので、対応をお
願いしたい。

現在、白アリ駆除についての見積もりを取っているところです。早期に
対応したいと思います。
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